
 

 

 

 

 

 

アフターケアに関する検討報告書（案） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労 災 医 療 専 門 家 会 議 

 

 

 

 



 
 

 平成 17 年 12 月 12 日に取りまとめられた「胸腹部臓器の障害に係るアフターケアの検討

報告書」において、「今回の労災医療専門家会議は、障害認定検討会（胸腹部臓器の障害認

定に関する専門検討会）の報告書を受けて、アフターケアの新設及び拡充を検討したもの

であるが、関連する既存のアフターケアの要綱についても、制定又は改正から相当な期間

が経過するものがあることにかんがみ、現在の医療技術を考慮した見直しを行うことが望

まれる」との提言がなされた。 

 このことを踏まえ、アフターケアを適切に実施するために、その目的に沿った措置内容

等について最新の医療水準に見合うもの等とすべく、平成18年９月28日から平成19年 月 

日までの間に計 回（下記の検討部会の開催回数３回を含む。）にわたり労災医療専門家

会議を開催した。 

 なお、今回、労働福祉事業の見直しの動向を考慮して、特に「アフターケアの基本的考

え方に関する検討部会」を設けて、今後アフターケア制度を運用していく上で基本となる

考え方について整理・検討を行い、その検討結果を踏まえ、アフターケアの措置内容等を

検討した。 

これらの検討結果を取りまとめたので、ここに報告する。 
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